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テーマ５：
気候変動に伴う健康影響に関する

データ収集・データドリブンな解析
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研究の背景：熱中症の
リアルワールドデータ収集の問題点

✓暑熱による熱中症の死亡数は増加 “超”災害級

✓国民に一次予防（ポピュレーションアプローチ）を促すことが
重要

✓暑熱による健康被害の実態把握は即時性に乏しい

✓熱中症警戒情報の発表はWBGTの絶対値のみにより判断

✓軽症患者の行動様式、発症因子は不明確

健康被害把握のための情報

種類 名称 提供機関 提供までの期間

救急搬送者数
熱中症情報

救急搬送状況
総務省消防庁 ２～９日（週１回速報）

死亡者数 人口動態統計 厚生労働省 約５か月（速報値）

重症患者数
HEATSTROKE 

STUDY
日本救急医学会 半年

入院患者数 レセプトデータ 厚生労働省 ２年以上

死亡者数 検死報告 監察医
６～13日後

（週１回速報）

いずれかの地点
でWBGT33以上

すべての地点で
WBGT35以上





サブテーマ（2）熱中症弱者（要配慮者）を対象とした環境リスク評価

サブテーマ（3）領域横断的・学際的熱中症環境リスク評価

熱中症アプリの中の調査項目において、熱中症弱者（要配慮者）を調査する項目や、あるいは領域

横断的に評価すべき各項目を集約し、データを前向きに取得する。これにより、労働、スポ―ツ、

住環境など、各領域における取組の熱中症予防の有用性を評価する。

サブテーマ（2）、サブテーマ（3）との連動

気候変動適応の社会実装に向けた総合的研究
Comprehensive research on social implementation of climate change adaption 

多面的、多学問的な議論が必要となる



熱中症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の
一部を改正する法律[令和５年法律第23号]に基づき、 
令和5年5月30日に「熱中症対策実行計画」が閣議決定。

2030年に熱中症による死亡者数の半減を目指すとの高い
目標や、関係府省庁における対策の強化を盛り込む。

『見直しの時期については、適応計画と併せて令和8年度
目途に見直すこととし、その後はおおむね5年ごとに見直
すものとする。』

対象・分野 主な取り組み内容

普及啓発
4月～9月の「熱中症予防強化キャンペーン」の実施、暑さ
指数の提供 

熱中症弱者
高齢者へのエアコン利用の周知、周囲による「見守り・声
かけ」の強化 

学校現場
エアコン設置の支援
ガイドラインに基づく活動判断の徹底 

職場 暑さ指数の把握や活用、労働者への指導・教育の実施 

地域・自治体 指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定と開放



サブテーマ（2）熱中症弱者（要配慮者）を対象とした環境リスク評価

サブテーマ（3）領域横断的・学際的熱中症環境リスク評価

① 初年度におけるS24-5の成果を報告する。
② 熱中症被害を軽減するためのリスク評価において
多くのステークホルダーの皆様からインプットを募り、
次年度に向けた改善に繋げる。
③ 本プロジェクトの究極的な目標である
「2030年までの熱中症死亡者数半減」に向け、
達成までのロードマップを精緻化する。

本ワークショップのねらい




